
令和７年６月国見町教育委員会定例会議事日程 

 

令和７年６月２０日 

午前１０時００分開議 

 

 第 １ 会議録署名委員の指名 （１番委員 ４番委員） 

第 ２ 会期の決定 （１日間） 

第 ３ 会議録の承認 

第 ４ 教育長報告 

第 ５ 議案第６号 国見町いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱及び任命について 

第 ６ 議案第７号 国見町文化財保護審議会委員の委嘱について 

第 ７ 協議・報告 

【報告事項】 

 １ 専決処分の報告について（国見町いじめ問題対策専門員会委員の委嘱について） 

２ 専決処分の報告について 

（国見町社会教育関係団体補助金交付要綱の一部改正ついて） 

 ３ 教育総務課 

 ４ 教育施設課 

５ 生涯学習課 

  ６ その他 

(1) 国見町教育ビジョン 2021 改訂に係るアンケートについて 

(2)７月教育委員会 

日時 ７月１８日（金）1８:００ 

場所 観月台文化センター 

 

 

・授 業 参 観：3 校時 10：25～11：00 

・給食試食会：教育委員会終了後 

 

 

 

 

 

 

 

 



 五番 石幡良子 教育長 

 

一番 高橋幸子 委員    三番 中村裕美 委員 

 

二番 志村裕美 委員    四番 菊地貴雄 委員 
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令和 7年 5月国見町教育委員会定例会 会議録 

 

 １．招集日時   令和 7年 5月 16日（金） 午後 6時  

 ２．招集場所   観月台文化センター 

 ３．出席委員   １番委員  高橋 幸子（教育長職務代理者） 

          ２番委員  志村 裕美 

          ３番委員  中村 裕美 

          ４番委員  菊地 貴雄 

          ５番委員  石幡 良子（教育長） 

 ４．説明のため出席 

          次長兼教育総務課長    宍戸 浩寿 

          教育施設課長       佐藤 智宏 

          生涯学習課長       小野 笑子 

 ５．書  記   主幹兼総務係長      八島 章 

こども教育係長      蓬田 祐子 

指導主事         丹治 光夫 

 ６．傍 聴 者   なし 

 ７．開  会   午後６時５7分 

 ８．教育長あいさつ 

９．会議の成立  教育長が、教育委員全員の出席であり、会議が成立していることを宣言した。 

10．会議録署名委員 会議録の署名委員について、2番志村裕美委員、3番中村裕美委員を教育長が

指名した。 

11．会期の決定  教育長が会期を諮り、本日１日とすることを決定した。 

12．会議録の承認 事務局より 4月定例会会議録の概要について説明し、異議なく承認された。 

13．教育長報告 

（１）教育長出席会議等について 

教育長の出席会議等について、別紙のとおり報告した。 

（２）その他 

    特になし 

14．議事 

  議案第 1号 国見町体育施設管理規則の一部を改正する教育委員会規則について 

   生涯学習課長より別紙資料に基づき説明した。各委員からの質疑応答はなく、議案第 1 号は原

案のとおり承認された。 

議案第 2号 国見町いじめ問題専門委員会規則について 

教育総務課主幹より別紙資料に基づき説明し、異議なく承認された。 

なお、各委員からの主な意見は次のとおり。 

高橋委員 具体的にどこが一番素早い行動ができるようになったのか。特徴がよくわからない。



変えたことによってのメリットを教えていただきたい。 

教育総務課主幹 今回の制度を規則化することで、責任の所在と事務の主体者がはっきりとす

るというところが、まず一番のメリットと考えている。当然、現行の制度においても、この

ような問題に対応する際には、スムーズな部分を心がけながら対応はしているが、今後はよ

り連携しながら、それぞれの権限において、しっかりとした透明性と説明責任が果たせると

いうメリットもあると考えている。 

高橋委員 今までもそのような形だったと思っていたが、今回は具体的に分けるということか。 

教育総務課主幹 主体をはっきりとさせて、その責任の所在と各々の役割をはっきりさせるとい

う趣旨。 

教育長 今までと変わったところはない。今までもきちんと「町」「教育委員会」「町長」と明確

にしてはあったが、それをより透明性高く「誰が」ということを明記した。 

高橋委員 体制がしっかりしていると、いじめが起きた場合にすごく対応が素早いと思うが、い

じめが起きないようにすることの方が大事なのではないのか。このようにすると、いじめ問題

が解決したような気はするが、そうではなく、中学校では熟議をしたり、子どもたち自身が「い

じめゼロ」にするというのがあるようだが、そういうことはここには入ってこないわけですね。

問題が起きてからのお話ということか。 

教育総務課主幹 まず今回、町として規則として設定することとなったいじめ問題連絡協議会は、

当然委員として教育委員会も入り規則化することで透明性を図り、よりこのいじめ問題に対し

て積極的に取り組もうという趣旨も含まれている。これまで教育委員会の告示であったものが、

いわゆる町の規則、町長が定める規則ということで設定するということは今後、よりこの問題

について、町ぐるみで取り組んでいこうというような趣旨でもある。 

中村委員 要綱がなくなって規則になり、責任の所在がはっきりしたということか。 

教育総務課主幹 まず、今までの要綱というものは、法令でいうと法令には当たらない内部的な

決まり事になっていた。それに対して規則というものは、外部に対しても町としてのその設

定するものと、いわゆる議会を通さない中では最上位の規則になる。これまでの要綱、いわ

ゆる内部の部分より、大きな範囲での法令に即するという部分になるので、今後もし、万が

一何かいじめの事態が起きたときに、町としての責任であったり、教育委員会の責任という

ものをより明確にするための規則の改正になっている。 

議案第３号 令和７年度国見町一般会計補正予算（第 号）（教育費）に対する意見について 

各課長より別紙資料に基づき説明し、異議なく承認された。 

なお、各委員からの主な意見は次のとおり。 

志村委員 いじめ問題専門委員の件について。先ほどの説明の中に学校に来れない方がいてと

いう説明があった中でのいじめ問題のお話があったが、不登校の子というのは、いじめ問題

によって不登校になってしまった子がいるということなのか。 

教育総務課長 子ども間のトラブルがあり、片方の親の方から「いじめではないのか」というよ

うな訴えがあった。 

教育長 ここで適切にしっかり対応していく。そして、両方の学びをしっかり私たちは確保して

いかなければいけない。そのためにも専門委員の人たちのアドバイスを受けながら、正しい対

応を取っていかなければならない。 



中村委員 スクールツアー事業について。来日する生徒の年齢は。 

教育総務課長 16歳から 18歳の方ということで受けている。 

中村委員 柏葉体育館の空調設備整備工事について。完成が遅れるということか。生徒はすでに

頭痛などの体調不良や暑いと訴えているようだ。 

生涯学習課 当初は記載のとおり 5月末に完成を予定していたところだが、今回、補正予算と同

時に変更契約の議決を受けなければならない。可決されればという前提だが、そうした場合、

議決をいただいてから電気工事の設計を発注し、その後に電気工事契約をし、それから進める

という形になる。更にはキューピクルを注文してから製造するという形になると、9月頃にな

ってしまう。 

高橋委員 観月台文化センター点字ブロック設置工事について。通路の穴は、本当に通路の下だ

けなのか。 

生涯学習課 通路の下には「ピット」という、点検に必要な空洞はたくさんあるが、その空洞が

あったからといって急に陥没事故が起きるということはない。強度的には大丈夫な構造にはな

っている。 

議案第４号 国見町教育支援委員会委員及び国見町教育支援委員会専門委員の任命について 

  教育総務課長より別紙資料に基づき説明した。各委員からの質疑応答はなく、議案第 4号は原案

のとおり承認された。 

議案第５号 国見町給食センター運営委員会委員の委嘱について 

教育施設課長より別紙資料に基づき説明した。各委員からの質疑応答はなく、議案第 5号は原案

のとおり承認された。 

15．協議・報告 

  【報告事項】 

（１）専決処分の報告について（国見町社会教育委員の委嘱） 

生涯学習課長より、別紙資料に基づき報告した。 

（２）専決処分の報告について（国見町図書館協議会委員の委嘱） 

生涯学習課長より、別紙資料に基づき報告した。 

（３）専決処分の報告について（国見町学校運営協議会委員の委嘱） 

    教育総務課長より、別紙資料に基づき報告した。 

  （４）専決処分の報告について（国見町地域学校協働本部運営委員会委員の委嘱） 

    生涯学習課長より、別紙資料に基づき報告した。 

（５）教育総務課報告 

 ①国見小学校へ図書券贈呈について 

図書券の贈呈について、別紙のとおり報告した。 

 ②くにみ幼稚園へいちご贈呈について 

いちごの贈呈について、別紙のとおり報告した。 

    ③くにみ幼稚園自然保育について 

     5月１日に行われた自然保育について、別紙のとおり報告した。 

（６）生涯学習課報告 

①地域学校協働本部事業について 



公営塾「高校入試対策講座」、「少年仲間づくり教室開講式」、国見小学校農業体験「田植え」、

「英検対策講座」について、別紙のとおり報告した。 

②ベーゼンドルファー春の特別試弾会について 

春の特別試弾会について、別紙のとおり報告した。 

③くにみ観月台カレッジ開講式について 

くにみ観月台カレッジ開講式について、別紙のとおり報告した。 

④町長杯スポーツ大会開催について 

町長杯スポーツ大会について、別紙のとおり報告した。 

⑤今後の予定について 

今後開催予定の事業日程について、別紙のとおり報告した。 

なお、各委員からの主な意見は次のとおり。 

志村委員 高校入試対策講座について。かなりの人数が参加されるということだが、人数が多い

ことで場所的な問題は大丈夫なのか。また、人数が多いことによって質問ができなかったり、

取りこぼしが自分の中で起こってしまったり、問題解決ができないまま終わってしまったり

ということがあると、意欲があったのに未解決のまま終わるということがあるとかわいそう

だなと思ったが、そのサポート体制はあるのか。 

生涯学習課長 まず場所の件ですが、4 月 23 日に全員参加のオリエンテーションを実施した。

４月３０日、５月７日、１４日は体験講座という形で、高校入試問題に挑戦しようというこ

とで 3回実施をした。ここは中学校の余裕教室をお借りして、なるべく多くの生徒が来てい

ただけるということで実施をした。21 日からは本格的に専門の先生に来ていただき、各教

科の授業という形をとる。それについては、柏葉体育館の会議室ですと、今までも質問でき

る学習室などで使っていたということで実施できると考えている。現在の 27 名もしくは

29 名という人数であればそこでできるが、それ以上増えるとご相談という形になるのかな

とは思っている。 

2点目の学習のフォロー体制ですが、授業自体はこの時間の決まった時間しか実施するこ

とはできないが、先生方の工夫ということでいうと、ミライシードを使用し進めていくとい

うことを聞いている。 

中村委員 途中から入ることはできるのか。 

生涯学習課長 随時、途中からの参加はできる。年間を通して使うテキストを購入していただき、

授業を進める形になるので、途中からにはなるが入っていただくことは可能。 

（7）その他 

   ①教育ビジョン 2021 改訂について 

②6月教育委員会は、6月 20日（金）午前 10時より国見小学校で開催予定 

③11月教育委員会の日程変更について 

④当面の予定について 

なお、各委員からの主な意見は次のとおり。 

高橋委員 駅前の「あかり」という施設にて、中学生が部活のない水曜日や土日にゲームをする

ため集まっていると聞いたが、そもそもどのような施設なのか教えていただきたい。 

生涯学習課長 生涯学習課の管轄ではないが、課内で関わっている放課後塾ハルが二階のスタジ



オを借りて放課後塾をやっている。遊ぶために集まる場所ではなく、授業をするときと自主

学習ということで、一人ずつの学習机と椅子があるので、そこで学習をするという場所には

なっている。高橋委員が仰っている場所は一階のフリースペースのところだと思われる。 

そこは地域の人が集まって何をしてもいい場所になっていると思われる。 

教育総務課主幹 あかりの立ち上げに関わったこともあったので、補足説明させていただくと、

まず駅前の土地建物というのは町所有の建物になる。町が昔、工場だったところを買い取り、

文書の倉庫として使ってたところを、駅前の立地というのに対して価値が生まない倉庫とい

う使い方に対して民間レベルで入り、民間は町にお金を払って賃貸をしているという形にな

る。借主の意向として、町がそれまでいわゆるキャッシュアウトしていた部分というのを逆

に町としてプラスにし、それをできれば教育に流したいというような思いからそういった部

分をしている。一階の使い方については、皆さんおっしゃる通りフリースペースになってお

り、目的としてはコロナ過でリモートワークで必要とされていたため使用していたが、広く

子ども達にも使っていただこうという借主の意向があった。また、公共施設や様々な図書館

等もそうだが、逆に制限するということをやめようという動きが始まっている。これをして

はダメという縛り方ではなく、これもしてもいいんだよというような流れが全国的に進んで

きており、そういった意向を持ってフリーな使い方をされている。あかりもそのような意向

のもとでの施設になる。 

 

16．閉  会  午後 7時 20分 

 

上記記録の正確なることを認めここに署名する。 

 
令和 7年 5月 16日 
 

             議事録署名人 
 
               2番委員 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
               3番委員 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

会議書記     主幹兼総務係長 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



令和７年６月定例会教育長事務報告 

 

教育長報告事項等 

 

（1）教育長出席会議等について 

 

① 教育委員会定例会                    ５月１６日（金） 

② 歴史的風致維持向上計画検検討委員会           ５月１６日（金） 

③ 令和７年度文化団体連絡協議会総会            ５月１７日（土） 

④ 国見町教育研究会総会                  ５月１９日（月） 

⑤ 期首面談（県北中学校校長・教頭）            ５月１９日（月） 

⑥ 東北町村教育長連絡協議会定期総会・研究大会（秋田）   ５月２０日（火） 

                             ～２１日（水） 

⑦ 子ども読書活動推進会議                 ５月２２日（木） 

⑧ 期首面談（国見小学校校長・教頭）            ５月２３日（金） 

⑨ 第１回給食センター運営委員会              ５月２３日（金） 

⑩ 国見っ子わんぱく広場開所式               ５月２４日（土） 

⑪ 県市町村教育委員会連絡協議会伊達支会総会・研修会    ５月２７日（火） 

⑫ 社会教育委員会議                    ５月２７日（火） 

⑬ 第１回国見町総合計画審議会               ５月２８日（水） 

⑭ 国見町青少年育成町民会議理事会・総会          ５月２８日（水） 

⑮ 第１回スクールバス検討委員会              ５月２８日（水） 

⑯ 歴まち・文化財現地視察                 ５月２９日（木） 

⑰ 青少年育成町民会議奨励金交付              ５月３０日（金） 

⑱ アサヒ電子㈱ボランティア奉仕活動（くにみ幼稚園）    ５月３１日（土） 

⑲ 観月台文化センター防災訓練               ６月 ２日（月） 

⑳ 町長杯スポーツ大会総合閉会式              ６月 ３日（火） 

21 いじめ対策専門委員会                  ６月 ５日（木） 

22 教育委員会定例事務局会議                ６月 ６日（金） 

23 子ども司書講座開講式                  ６月 ７日（土） 

24 第２回校長会                      ６月 ９日（月） 

25 放課後塾ハル小学部視察                 ６月１０日（火） 

26 放課後塾ハル中学部視察                 ６月１１日（水） 

27 議会定例会                       ６月１２日（木） 

28 議会定例会                       ６月１３日（金） 

29 国見ソフトスポーツ少年団長杯少年ソフトボール大会    ６月１４日（日） 

30 議会定例会                       ６月１６日（月） 

31 教頭会議                        ６月１６日（月） 

32 教育長訪問（藤田保育所）                ６月１７日（火） 

33 文化スポーツ活動激励金交付式              ６月１７日（火） 



34 教育長訪問（くにみ幼稚園）               ６月１８日（水） 

35 教育長訪問（国見小学校）                ６月１９日（木） 

 

 

（2）６月議会定例会について 

 

 

（3）その他 

 



令和７年第１回国見町議会定例会６月議会 山崎健吉議員一般質問（6/13） 

 質問：「当町の教育環境と教育方針について」 

質問１ 

 

 

 

多様性を大切に、誰一人取り残すことのない教育をとは、どのような教

育か。 

10 番 山崎健吉（やまざき けんきち）議員のご質問にお答えします。 

 学校では、性別も個性も生育環境も異なる様々な子どもたちが学んでい

ます。また、得意、不得意とする教科も内容も異なり、理解状況も一人一

人違います。さらには、学校以外での学びの場を求めている子どももいま

す。そんな多様な子どもたち一人一人を大切にし、その子のもつ能力と可

能性を最大限に引き出すことが「多様性を大切にした、誰一人取り残すこ

とのない教育」です。 

 国見町の宝である子どもたち一人一人に目を向け、その子に合った学び

の場や学び方を提供し、予測困難な時代においても「生き抜く資質・能力」

を確実に身につけることができるよう、学校や家庭と連携しながら、教育

行政を進めていきます。 

以上、答弁とします。 



質問２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長が考える「切れ目のない一貫教育」とはどのような教育か。 

お答えします。 

 私が考える「切れ目のない一貫教育」とは、保育所、幼稚園、小学校、

中学校が各々の教育方針のみで教育活動を進めるのではなく、国見町の子

どもたちをどのように育てたいのか、どんな力をつけたいのか、「中学校卒

業までに目指す子どもの姿」を設定し、保幼小中が連携し合い、子どもた

ちの発達段階や一人一人のニーズに合わせた支援を切れ目なく提供する教

育です。 

 これからも保幼小中が一つずつであることを生かし、一貫教育を進めて

いきます。 

以上、答弁とします。 



質問３ 

 

認定こども園の考え方について伺う。 

 

お答えします。 

「くにみ学園構想」については「白紙」となったことに伴い、これから

の「国見の教育」と「施設の在り方」について新たに検討を始めます。 

 

認定こども園は、保育所と幼稚園の機能を一体化することで、質の高い

幼児教育と保育を提供することができるとともに、保護者の送迎負担の軽

減にもつながることから、手順を踏んで進めていきたいと考えています。 

今後は保護者や地域の意見を聞きながら、設置場所、施設内容、運営形

態について具体的に検討を行っていきます。 

今年度、「第６次総合計画の中間見直し」と「教育ビジョンの中間見直し」

の議論が行われますので、まずはそれぞれの計画にしっかりと「認定こど

も園」に関する内容を整理し、具体的な検討・計画づくりに入っていきた

いと考えています。 

いずれにしましても、各段階で議員の皆様・町民の皆様の意見を聞きな

がら進めていきたいと考えています。 

以上、答弁とします。 



質問４ 

 

義務教育学校の考えについて伺う。 

※  児童の減少から、将来的には、小中学校一体化しての教育が必要と

思うが、基本的な考え方について伺いたい。 

お答えします。 

 小中学校を一体化した教育、義務教育学校については、今後の児童生徒

数の減少を踏まえつつ、検討していく必要があると認識しています。単に

小中学校施設の統合を目指すのではなく、義務教育９年間を見通した「連

続性のある学び」と「切れ目ない支援体制」の構築を基本的な方向性と捉

えています。 

 今後は町民の皆様の声を丁寧に聞きながら、さらには、先進校の取組を

参考にしながら、小中学校を一体化した併設型の義務教育学校にすべきな

のか、それとも、連携型の小中一貫教育を引き続き推進していくのか、子

どもたちにとって最善の教育環境を確保する視点で検討を進めていきま

す。 

以上、答弁とします。 



質問５ 

 

小中学校児童生徒の学力向上の取組について伺う。 

※  全国学力テストの成績が低下している。学力を向上させるための対

策（向上策）について伺いたい。 

お答えします。 

児童生徒の学力向上については、何といっても「授業の充実」が大切で

す。教員が「話す」一斉授業から、教員が「みる」「きく」「つなぐ」授業

へと意識を変えることはもちろん、子どもが主体的に学び、他者との対話

を通して深い理解を得ることができるような授業へと変えていくことが

必要です。そのためには、学校の働き方改革を推進し、教員がじっくり教

材研究をしたり、教員同士が授業について話し合ったりする時間がもてる

ようにしていかなければなりません。 

教育委員会としましては、地域学校協働活動での学校支援、部活動の地

域移行、事務作業の効率化などを積極的に進めるとともに、教職員の声を

聞きながら学校の働き方改革を全力で支援していきます。そして、教員が

授業について考える時間を生み出し、授業が充実し、児童生徒の学力向上

につながるようにしていきます。 

以上、答弁とします。 



質問５―１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テストの結果が、保護者や町民に公表されないが、今後は公表するか。 

お答えします。 

国見町は、小中学校１校ずつですので、個人の特定につながる恐れがあ

るため、公表は考えておりませんので、ご理解をお願いします。 

なお、公表については考えていませんが、各学校において、分析はしっ

かりと行い、その結果を「授業改善」や「個別の支援」に生かしていきま

す。 

以上、答弁とします。 



議案第６号 

 

国見町いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱及び任命について 

 

 国見町いじめ問題対策連絡協議会規則（令和 7年規則第7号）第２条第2項の規定に

より、国見町いじめ問題対策連絡協議会委員を下記のとおり委嘱及び任命する。 

 

  令和７年６月２０日提出 

 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子   

 

記 

【国見町いじめ問題対策連絡協議会委員】 

任期：令和７年６月２６日～令和９年3月31日 

氏名 職名 住所 

五十嵐隆之 国見小学校長 
 

金子 雄樹 県北中学校長  

阿部 雅好 くにみ幼稚園長  

宍戸 浩寿 教育総務課長  

堀越 賢治 
福島北警察署桑折分庁舎生活安全

係長 
 

伊藤美佳子 県中央児童相談所児童福祉司  

石塚いずみ 町人権擁護委員  

酒井 雄人 国見小学校PTA会長  

紺野 由美 県北中学校PTA会長  

比金友里恵 国見町スポーツ少年団指導者代表  

村上 幸平 国見町総務課長  

黒田 典子 国見町福祉課長  

齋藤 仁志 国見町主任児童委員  



議案第７号 

 

国見町文化財保護審議会委員の委嘱について 

 

 文化財保護法（昭和２５年法律第 214 号）第 190 条及び国見町文化財保護審議会条

例（昭51年国見町条例第９号）第4条の規定により、国見町文化財保護審議会の補欠委

員を下記のとおり委嘱する。 

 

  令和７年６月２０日提出 

 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子   

 

記 

 

【国見町文化財保護審議委員】 

任期：令和７年7月1日～令和８年11月30日 

氏名 職名 住所 

佐藤 清二 国見町歴史まちづくりフォーラム会長 
 

鈴木 周一 国見町郷土史研究会会長  

 



【報告事項】 

１ 専決処分の報告について（国見町いじめ問題対策専門委員委員の委嘱） 

【資料 P1】 

２ 専決処分の報告について（国見町社会教育関係団体補助金交付要綱の一部改正） 

【資料 P2～P10】 

 

３ 教育総務課  

 

 (１) 国見学園コミュニティスクール委員会・地域学校協働本部運営委員会について 

① 日 時 5 月 1５日(木)  

② 内 容 国見学園アクティブプラン、地域学校 

      協働本部事業について説明し、意見交 

      換した。また、利府町文化交流センター 

「リフノス」野澤令照センター長より 

「コミュニティ・スクールの目指すも 

の」について講話いただいた。 

 

 

 

 

(２) 第１回国見町教育支援委員会について 

① 日 時 5 月２０日(火)  

② 内 容 教育相談や就学指導の今年度の進め方 

やスケジュールについて確認し、各校 

で抱える課題等について意見交換した。 

 

 

 

 

 

 (３) ボランティア奉仕活動について 

 ① 日 時 ５月３1日(土)  

 ② 場 所 くにみ幼稚園 

 ③ 内 容 アサヒ電子(株)（伊達市）の社員約 

５０人が奉仕作業を実施。園の窓ふき 

のほか、預かり保育で工作活動にも取 

り組み、社会貢献活動を行った。 

 

 



 (４) 国見町コミュニティクラブ研修会について 

 ① 日 時 ６月４日(水)  

 ② 場 所 文化センター大研修室 

 ③ 内 容 福島県アスレティックトレーナーの関 

根智美先生を講師に「中学生における 

コンディショニング」についてストレッ 

チなど実践を交えながら理解を深めた。 

 

 

 

 (５) 国見町いじめ問題対策専門員会について 

 ① 日 時 ６月５日(木)  

 ② 場 所 文化センター 第２会議室 

 ③ 内 容 いじめ問題専門員に、鈴木庸裕氏（日 

       本福祉大学教授）他 3 名に委嘱状を交 

       付し、国見町子どもいじめ問題防止条例 

       等を確認した。 

  

 

 

４ 教育施設課  

 

（１）第１回国見町給食センター運営委員会について 

①日 時 ５月２３日（金） 

②場 所 国見町給食センター 

③内 容 令和6年度の運営報告と令和7

年度の取組・食に関する指導の

全体計画・食育全体計画等につ

いて確認した。 

 

 

（２）第１回国見町スクールバス運行検討委員会について 

①日にち ５月２８日（水） 

②場 所 国見町観月台文化センター大研修室 

③参 集 有識者、PTA、小学校長、町内会長連絡協議会、コミュニティスクール、安

全協会 

④内 容 来年度以降のスクールバス運行について検討を目的に開催。今後の進め方や

今までの経過・現状について確認した。 



（３）国見小学校体育館空調工事（変更）について  

 ①変更内容 工事請負費の増額による契約額の変更（1,383,800 円増額） 

       工事請負費８４，８７３，８００円（変更前 83,490,000 円） 

②変更理由 仮設工事（足場）の変更 

 

（参考）契約内容 

〇契 約 日  令和７年１月２３日 

〇工   期  令和７年１月３０日～９月３０日（繰越明許） 

〇契約相手方  有限会社佐久間工業 代表取締役 佐久間友和 

〇スケジュール ６月～９月 電気工事、設備工事 ※体育館の使用制限、一時的

な停電あり 

 

（４）食器・食缶洗浄機更新について  

①契約日 令和７年６月 16 日 

②契約額 ３８，５００，０００円 

③納 期 令和７年１２月２５日 

④契約相手方 株式会社 中西製作所 福島営業所長 赤津克志 

 

 

 

５ 生涯学習課  

 

 

(1) 地域学校協働本部事業 

① 公営塾「放課後塾ハル」開講 

  中学部 5 月 19日(月)開講 

      アカリスタジオ 

      中学 1 年生 11 名 

      中学 2 年生   6 名 

 

  小学部 5 月 20日(火)開講 

      国見小学校体育館 

 ミーティングルーム 

            小学 5 年生 9 名 

      小学 6 年生 2 名 

 

 

② 国見っ子わんぱく広場「開所式」 

ア）日 時 5 月 24日(土)   

  イ）場 所 国見小学校体育館  

  ウ）内 容 名札づくり・たのしくあそぼう 

  エ）参加者 79 名の受講生 66 名参加 



 

③ 国見っ子わんぱく広場「忍者ランド」 

ア）日 時 6 月 7日(土) 

  イ）場 所 国見小学校体育館 

  ウ）内 容 忍者ランド、新聞で遊ぼう 

  エ）講 師 国見町レクリエーション協会 

  オ）参加者 児童 62 名 保護者 6 名 

 

④ 少年仲間づくり教室「サッカー教室」 

ア）日 時 6 月 8日(日) 

  イ）場 所 上野台運動公園総合運動場 

  ウ）内 容 サッカーを楽しもう、ミニゲーム 

  エ）講 師 福島ユナイテッドスポーツクラブ 

  オ）参加者 児童 36 名 

 

 

(2) くにみ観月台カレッジ「交通安全教室」 

 ① 日 時 5月 30日(金) 

 ② 場 所 観月台文化センターホール 

 ③ 内 容 交通安全シュミレーション 

 県警音楽隊の演奏 

 ④ 参加者 教室生 77 名 

 

(3) 町民講座「陶芸教室」 

 ① 日 時 6月 1日(日)、15 日(日) 

 ② 場 所 観月台文化センター陶芸室 

栄養指導室 

 ③ 内 容 成形→釉薬→本焼 

 ④ 講 師 国見陶芸サークル 

 ⑤ 参加者 16名 

 

(4) スポーツ事業  

① 町民ハイキング「裏磐梯五色沼」 

ア）日 時 6 月 7日(土) 

  イ）場 所 北塩原村 五色沼自然探勝路 

  ウ）内 容 ハイキング 

 ※ももたんスポーツクラブ共催 

  エ）講 師 森の案内人 2 名 

  オ）参加者 18 名 



② 文化・スポーツ等激励金交付式 

ア）日 時 6 月 17日(火) 

  イ）場 所 国見町役場 応接室 

  ウ）内 容 全国大会激励金の交付 

  エ）参加者 バウンドテニス競技 鴫原陽子さん 

        武術太極拳競技   八巻ゆかりさん 

        還暦軟式野球競技  ドリームクラブ 

 

(5) 図書館事業 

① 子ども司書講座「開講式」 

ア）日 時 6 月 7日(土) 

  イ）場 所 観月台文化センター第一会議室 

        国見町図書館 

  ウ）内 容 司書とは、カウンターの仕事、 

施設見学 

 エ）参加者 受講生 3 名、子ども司書 3名 

 

② 子ども司書の日 

ア）日 時 5 月 31日(土) 

  イ）場 所 国見町図書館 

  ウ）内 容 子ども司書による図書館受付ほか 

  エ）参加者 大学生司書 1 名、高校生司書 1 名 

 

③ 子ども移動図書館実施予定表 

 

 １年生 ２年生 ３年生 ４年生～６年生 

１学期 

５月 ８日（木） ５月２０日（火） ５月２９日（木） ５月２７日（火） 

６月 ５日（木） ６月１０日（火） ６月２６日（木） ６月１９日（木） 

７月 １日（火） ７月 ３日（木） ７月１７日（木） ７月１５日（火） 

２学期 

９月 ２日（火） ９月 ９日（火） ９月１６日（火） ９月１８日（木） 

１０月 ２日（木） １０月１６日（木） １０月２１日（火） １０月２８日（火） 

１１月 ４日（火） １１月１３日（木） １１月２５日（火） １１月１１日（火） 

１２月 ２日（火） １２月１１日（木） １２月１６日（火） １２月 ４日（木） 

１２月１２日（金） 

◎鑑賞教室 

１０月２３日（木） 

◎鑑賞教室 

１２月１９日（金） 

◎鑑賞教室 

 

３学期 

 １月１３日（火）  １月１５日（木）  １月２０日（火） １月２２日（木） 

 ２月 ３日（火）  ２月１０日（火）  ２月１７日（火） ２月２４日（火） 

 ３月 ３日（火） 

◎創作活動 

 ３月１２日（木） 

◎創作活動 

 ３月１７日（火） 

◎創作活動 

３月 ５日（木） 

●返却のみ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 青少年育成町民会議 

① 青少年町民会議総会 

ア）日 時 5 月 28日(水)   

  イ）場 所 観月台文化センター ホール 

  ウ）内 容 講演 青少年の健全育成 

～家庭教育の観点から～ 

         講師 県北教育事務所社会教育主事 

伊藤絵美さん 

 エ）参加者 31名 

 

② 奨励金交付式 

ア）日 時 5 月 28日(水) 

  イ）場 所 観月台文化センター 大研修室 

  ウ）内 容 県大会 

        高校生の部 バレーボール競技 

ソフトテニス競技 

        小学生の部 ソフトボールスポーツ少年団 

 

(7)柏葉体育館空調設備設置工事の一部変更について  

 ①変更内容 工事請負費の減額による契約額の変更（23,628,000 円減額） 

       工事請負費 94,622,000 円（変更前 118,250,000 円） 

②変更理由 空調設備稼働に必要な電気容量確保に係る電気工事見直しによる工事

費の減額 

※工期変更 令和 7 年 1 月 23 日～令和 8 年 1 月 30 日 

 

(8) 今後の予定 

月日 時間 行事 場所 

6/21(土) 14:00 
観月台クラシックス 木管五重奏 

「クインテットアッシュ」 コンサート 
文化センターホール 

6/24(火) 10:20 
キッズシアター 

「ハベル不思議な国のモモト」 
文化センターホール 



7/4(金) 10:00 くにみ観月台カレッジ「町長講話」 文化センター大研修室 

7/5(土) 9:30 子ども司書講座 文化センター第一会議室 

7/5(土) 8:30 新教研模擬テスト 文化センター第一会議室 

7/6(日) 9:30 子育てリフレッシュ教室 文化センター第一和室ほか 

7/9(水) 13:30 大人の文学講座「漂泊の詩人 石川啄木」 文化センター大研修室 

7/12(土) 9:30 
少年仲間づくり教室 

「キャンプオリエンテーション」 
文化センター大研修室 

 

 



報告事項 1 

 

専決処分の報告について 

 

教育長に対する事務委任規則（平成２０年教育委員会規程第２号）第５条第1項の規定

により、次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告する。 

 

  令和７年６月２０日 

 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子   

 

 

国見町いじめ問題専門委員会委員の委嘱について 

 

 国見町いじめ問題専門委員会規則（令和7年教育委員会規則第８号）第３条の規定によ

り、国見町いじめ問題専門委員会委員を下記のとおり委嘱した。 

 

記 

 

【国見町いじめ問題専門委員会委員】 

任期：令和７年４月１日～令和９年3月31日 

氏名 職名 住所 

鈴木 庸裕 日本福祉大学子ども発達学部教授 
 

鈴木 昭夫 福島大学人間発達文化学類特任教授  

阿部 洋己 日本大学工学部非常勤講師  

高田眞喜子 国見町スクールソーシャルワーカー  

 

 

 

 

 

 

 

資料編 



報告事項 ２ 

 

専決処分の報告について 

  

教育長に対する事務委任規則（平成２０年教育委員会規程第２号）第５条第1項の規定

により、次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告する。 

 

  令和７年６月２０日 

 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子   

 

 

国見町社会教育関係団体等補助金交付要綱の一部を改正について 

 

国見町社会教育関係団体等補助金交付要綱(平成 31年国見町教育委員会告示第 1

号)の一部を次のように改正する。 

別表第 2(第 5条関係)中 

   「 

 

 

     」 

   を 

   「 

 

 

 

      」 

 に改める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

文化財保護団体育成事業 

 郷土史研究会 

 指定文化財管理団体 

 中尊寺ハス育成活用団体 

  

定 額 

〃 

〃 

文化財保護団体育成事業 

 郷土史研究会 

 指定文化財管理団体 

 歴史まちづくりフォーラム  

  

定 額 

〃 

〃 



国見町社会教育関係団体等補助金交付要綱新旧対照表 

改正前 改正後 

 

別表第 2(第 5条関係) 

 

別表第 2(第 5条関係) 

補 助 対 象 事 業 名 補 助 率 

社会教育団体育成事業 

 町婦人会連絡協議会 

 青少年交流事業実施団体 

 青少年育成町民会議 

  

定額 

〃 

〃 

社会体育団体育成事業 

 町体育協会 

 スポーツ少年団 

 町駅伝競走部 

  

定 額 

〃 

〃 

文化芸術団体育成事業 

 文化団体連絡協議会 

  

定 額 

文化財保護団体育成事業 

 郷土史研究会 

 指定文化財管理団体 

 中尊寺ハス育成活用団体 

  

定 額 

〃 

〃 

スポーツ振興事業 

 スポーツ振興事業実施団体 

  

定 額 

補 助 対 象 事 業 名 補 助 率 

社会教育団体育成事業 

 町婦人会連絡協議会 

 青少年交流事業実施団体 

 青少年育成町民会議 

  

定額 

〃 

〃 

社会体育団体育成事業 

 町体育協会 

 スポーツ少年団 

 町駅伝競走部 

  

定 額 

〃 

〃 

文化芸術団体育成事業 

 文化団体連絡協議会 

  

定 額 

文化財保護団体育成事業 

 郷土史研究会 

 指定文化財管理団体 

 歴史まちづくりフォーラム  

  

定 額 

〃 

〃 

スポーツ振興事業 

 スポーツ振興事業実施団体 

  

定 額 



文化芸術振興事業 

 文化芸術振興事業実施団体 

  

補助対象経費の 1/2 
 

文化芸術振興事業 

 文化芸術振興事業実施団体 

  

補助対象経費の 1/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○国見町社会教育関係団体等補助金交付要綱 

(平成 31年 4月 1日教育委員会告示第 1号) 

改正 令和７年４月１日教育委員会告示第２号 
 

(趣旨) 

第 1条 町は、本町社会教育及び社会体育並びに文化芸術の振興を図るため、社会教育

及び社会体育並びに文化芸術関係団体（以下「補助事業者」という。）に対し、国見

町補助金等の交付等に関する規則（昭和 63年国見町規則第 2号。以下「規則」とい

う。）及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

(定義) 

第 2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 社会教育関係団体とは、法人であると否とを問わず、主として青少年教育、成人

教育、又はレクリエーションなどの社会活動を目的とする公の支配に属さない団体

をいう。 

(2) 社会体育関係団体とは、法人であると否とを問わず、主として体育・スポーツ、

運動競技、又はレクリエーションなどの事業及び活動を目的とする公の支配に属さ

ない団体をいう。 

(3) 文化芸術関係団体とは、法人であると否とを問わず、主として文化芸術の事業及

び活動を目的とする公の支配に属さない団体をいう。 

(補助対象事業) 

第 3条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げる事業

とする。 

(1) 社会教育団体育成事業 

(2) 社会体育団体育成事業 

(3) 文化芸術団体育成事業 

(4) 文化財保護団体育成事業 

(5) その他振興を図る事業 

(補助対象経費) 

第 4条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条の補助対象

事業に要する経費のうち、別表第 1に掲げる経費とする。 

(補助金の額) 

第 5条 補助金の額は、別表第 2に掲げる補助率の範囲内で町長が定める額とする。 

(補助金交付申請) 

第 6条 規則第 4条第 1項の申請は、補助金交付申請書（第 1号様式）によるものと

し、その提出期限は、町長が別に定める日とする。 



(補助金の交付の条件) 

第 7条 規則第 6条第 1項第 1号に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げる以外

の変更とする。 

(1) 補助事業者を変更すること。 

(2) 事業費又は事業量の 10分の 2以上の変更をすること。 

(3) 事業の重要な内容を変更すること。 

(決定通知) 

第 8条 規則第 7条の補助金交付決定通知は、補助金交付決定通知書（第 2号様式）に

よる。 

(概算払) 

第 9条 町長は、必要があると認めるときは、規則第 15条の 2第 1項の規定により、補

助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払で交付することができる。 

2 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、補助金

概算払請求書（第 3号様式）を町長に提出しなければならない。 

(申請を取り下げることができる期日) 

第 10条 規則第 8条第 1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日

から起算して 10日を経過した日とする。 

(変更の承認の申請) 

第 11条 補助事業者は、規則第 8条の 2第 1項の規定に基づき、町長の承認を受けよう

とする場合は、変更（中止・廃止）承認申請書（第 4号様式）を町長に提出しなけれ

ばならない。 

(状況報告) 

第 12条 補助事業者は、規則第 11条の規定により町長の要求があったときは、当該要

求に係る事項を、遂行状況報告書（第 5号様式）により、町長が指定する日までに報

告しなければならない。 

(完了報告書) 

第 13条 規則第 13条第 1項の完了報告は、完了報告書（第 6号様式）による。 

(実績報告書) 

第 14条 規則第 13条第 1項の規定による実績報告は、実績報告書（第 7号様式）に次

に掲げる書類を添えて、事業の完了の日（事業廃止について町長の承認を受けた場合

においては、承認を受けた日）から起算して 14日を経過した日、又は、補助金の交付

決定があった日の属する年度の 3月 31日のいずれか早い日までに行うものとする。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 領収書の写しその他支払を証する書類 

(4) 振興事業にあってはその他必要な書類 



(補助金の額の確定及び通知) 

第 15条 規則第 14条の補助金の額の確定は、補助金の額の確定調書（第 8号様式）に

よるものとし、補助金の額の確定通知は、補助金の額の確定通知書（第 9号様式）に

よる。 

(補助金の交付の請求) 

第 16条 補助金の交付の決定通知を受けた補助事業者は、補助事業等が完了した場合

は、前条の実績報告書の提出とあわせて補助金交付請求書（第 10号様式）を町長に提

出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払された場合はこの限りでな

い。 

(財産の処分の制限) 

第 17条 規則第 18条第 1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同項第 2号及び 3

号に規定する別に定める財産は次表のとおりとする。 

財 産 の 種 

類 
処分の制限を受ける期間 

1 不動産及びその

従物 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15

号）別表第 1に定められている財産の耐用年数に相当する範囲内

とする。 

2 その取得価格が

50万円を超えるも

の 

1年 

(会計帳簿等の整備等) 

第 18条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿そ

の他書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して 5

年間保存しておかなければならない。 

附 則 

1 この告示は、平成 31年 4月 1日から施行し、平成 31年度分の補助金から適用する。 

2 次に掲げる要綱は廃止する。 

(1) 国見町社会教育関係団体補助金交付要綱（平成 17年 5月 9日制定） 

附 則(--年--月--日教育委員会告示第--号) 
 

この○○は、公布の日から施行する。 

 

 



別表第 1(第 4条関係) 

費目 経費の種類 

報償費 報償金 

旅費 費用弁償、普通旅費 

需用費 消耗品費、食糧費、燃料費、印刷製本費、修繕料 

役務費 通信運搬費、広告料、手数料 

委託料 ※全部委託に要する経費は認めない。 

使用料及び賃借料 会場・駐車場使用料、著作権使用料、車両借上げ料等 

備品購入費 庁用器具費等 

負担金補助及び交付金 事業負担金・補助金等 

その他の経費 町長が特に当該事業実施に必要かつ適切と認める経費 

別表第 2(第 5条関係) 

補 助 対 象 事 業 名 補 助 率 

社会教育団体育成事業 

 町婦人会連絡協議会 

 青少年交流事業実施団体 

 青少年育成町民会議 

  

定額 

〃 

〃 

社会体育団体育成事業 

 町体育協会 

 スポーツ少年団 

 町駅伝競走部 

  

定 額 

〃 

〃 

文化芸術団体育成事業 

 文化団体連絡協議会 

  

定 額 

文化財保護団体育成事業 

 郷土史研究会 

 指定文化財管理団体 

 歴史まちづくりフォーラム  

  

定 額 

〃 

〃 

スポーツ振興事業 

 スポーツ振興事業実施団体 

  

定 額 

文化芸術振興事業 

 文化芸術振興事業実施団体 

  

補助対象経費の 1/2 



第 1号様式(第 6条関係) 

補助金交付申請書 

[別紙参照] 

第 2号様式(第 8条関係) 

補助金交付決定通知書 

[別紙参照] 

第 3号様式(第 9条関係) 

補助金概算払請求書 

[別紙参照] 

第 4号様式(第 11条関係) 

変更（中止・廃止）申請書 

[別紙参照] 

第 5号様式(第 12条関係) 

遂行状況報告書 

[別紙参照] 

第 6号様式(第 13条関係) 

完了報告書 

[別紙参照] 

第 7号様式(第 14条関係) 

実績報告書 

[別紙参照] 

第 8号様式(第 15条関係) 

補助金の額の確定調書 

[別紙参照] 



第 9号様式(第 15条関係) 

補助金の額の確定通知書 

[別紙参照] 

第 10号様式(第 16条関係) 

補助金交付請求書 

[別紙参照] 

 



国見町公民館事業スポーツ教室 

専門スタッフが参加者一人一人の泳力に合った指導を行うため、 

初心者も短期間で泳力向上まちがいなし！ 

◆日 時 ７月２８日（月）～７月３１日（木） ４日間 

午前 ９時３０分～午前１０時３０分の各回６０分程度 

 

 

バス送迎 
集合 午前 ８時５５分 子どもクラブ駐車場  

午前 ９時００分 国見町観月台文化センター正面駐車場 

解散 午前１１時００分 子どもクラブ駐車場 

午前１１時０５分 国見町観月台文化センター正面駐車場 

 

◆場 所 福島スイミングスクールほばら（屋内プール） 

◆募 集 小学１年生から６年生 定員２５名 

◆参加費 一人 ３，０００ 円 （送迎代込） 

◆準備物 水着・水泳帽子・ 

バスタオル・飲み物（水とう）  

※持ち物には必ず名前を記入してください。            

◆申込み ６月２５日（水）午前９時から 

（定員になり次第締め切ります。） 

※参加料をご持参のうえ、国見町公民館窓口備え付けの申込用紙により 

お申込みください。 

なお、いかなる場合も参加料の返金はできませんのでご了承ください。 

◎本事業で撮影した写真は「記録」および「町広報や新聞への掲載」に使われる場合がありますので予めご了承願います。  

お問い合わせ  国見町公民館 （℡０２４－５８５－２６７６） 



観月台文化センターまでお申し込みください。

電話・FAX・メールでも受付いたします。

電話 585-2676    FAX 585-2707

Mail shogai@town.kunimi.fukushima.jp

子育てリフレッシュ教室

令和7年度地域学校協働本部事業 家庭教育支援講座

町内在住の0～2歳児を育てているみなさん

専門のスタッフが託児を行います!  参加してみませんか?

参 加 費

無 料

7月6日(日) 9:30～11:30
「はじめましての会/人形劇を楽しむ」
講師 人形劇サークル「エプロン」のみなさん

9月21日(日) 9:30～11:30
「親子でリフレッシュヨガ/おはなし会」
講師 yogatoco 深谷 恵さん

11月30日(日) 9:30～11:30
「たまごボーロをつくろう/おはなし会」
講師 放課後クッキングクラブ 菊池 弘子さん

2月8日(日) 9:30～11:30
「キッズヘアカット/おはなし会」
講師 カミケン清明店 佐藤 雄樹さん

第1回

第2回

第3回

第4回

材料費 500円程度

〆切 6月23日(月)

〆切 1月26日(月)

〆切 9月8日(月)

〆切 11月10日(月)

各回 5組 先着順です。

6月10日(火)より受付開始します。



 

 

 

 

スポーツ少年団は、子どもたちの心と体の成長に貢献することを目的に、スポーツを通して地域で活動している団体です。 

スポーツ少年団の理念は、「１人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する」・「スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる」・「スポーツで人々をつなぎ、地域

づくりに貢献する」です。競技スポーツだけでなく、発育・発達段階を考慮したスポーツ活動のほか、野外活動や社会活動など幅広く活動しています。 

 国見ダイヤモンズスポーツ少年団 

国見ソフトボールスポーツ少年団 

国見ソフトテニススポーツ少年団 国見町剣道スポーツ少年団 

県北スターズスポーツ少年団 



国見町剣道 

スポーツ少年団 

剣 士 募 集 中 ！ 
剣道は、「礼に始まり、 

礼に終わる」武道です。 

 

剣道は生涯楽しめる武道です。 

年齢、性別問わずに活動できますので、

お友達や親子で一緒に始めてみません

か？ 

初心者大歓迎。 

見学、体験随時行っていますので、まず

はお気軽にご連絡下さい。 

防具などの貸し出しも行っています。 

元気で楽しい仲間があなたを待っていま

す！ 

……………………………………………… 

◆団 員：小学生、中高生 

 

◆稽 古：毎週火曜日・金曜日 

     19:00～20:30 

 

◆場 所：柏葉体育館 

（県北中学校となり） 

 

◆会 費：年間 7,000 円 

   （半期払い 3,500 円×2 回） 

 

◆活 動：各種大会、錬成会、鏡開き 

     昇段審査、親子剣道など 

……………………………………………… 

《お問合せ先》 

保護者会 岡﨑  

090-4932-4613 

 

国見ソフトテニス 

スポーツ少年団 
ソフトテニスをいっしょに楽しもう！  

すぐにみんなと仲良しになれるよ。 

一度、見学・体験をしてみませんか？ 

運動のできる服装で OK！ラケットはお

貸しします。 

練習時間内であればいつ来ても OK！ 

中学校に行っても続けられるため、多く

の仲間が活躍しています。 

生涯楽しめるスポーツとして人気のある

スポーツです。 

団員みんなでお待ちしていますので、気

軽に見学に来てください(^O^) 

……………………………………………… 

◆練習日時 

小学生 火・木曜日 

１８:３０～２１:００ 

     土曜日 ９:００～１２:００ 

 中学生 水曜日 

１８:３０～２１:００ 

     金・日曜日 

１８:３０～２１:3０ 

（終了時間は各自の判断で OK！） 

 

◆練習場所 

 グリーンアリーナ９２３および 

 上野台テニスコート 

 

◆年会費 １０，０００円  

 保険代     ８００円 

コート使用料 １回 ３００円 

 

◆活動 各種大会出場 練習試合など 

……………………………………………… 

《お問い合わせ先》 

団長 斎藤 

090-2029-8676 

国見ダイヤモンズ 

スポーツ少年団 

 
……………………………………………… 

◆練習日 

水曜日・木曜日 18：30～20：30 

日曜日     9：00～12：00 

 

◆練習場所 柏葉体育館 

※土・日は、大会、練習試合になる場合が

あります。 

 

◆年会費 

団 費 ￥8.400 

登録費 ￥4.000 

※兄弟姉妹割引あり 

 

1年生から 6年生までの男女共に楽しく

活動しています。 

練習の見学は随時行っています。 

気軽にお問い合わせください。 

……………………………………………… 

《お問い合わせ先》 

ダイヤモンズ団員または 

比金 （090-9744-5452）まで 

 

 

国見ソフトボール 

スポーツ少年団 
一緒に「ソフトボール」をやってみませんか。 

ソフトボールは身体全体を使うので、どんな

スポーツにも応用が利きます。 

スポーツを通じ、礼儀作法の習得や体力の向

上はもちろん、仲間と一緒に活動する経験

は、協調性・思いやりの心が育ちます。 

ぜひグラウンドに来て見て体験してみてく

ださい。 

女の子も活躍中！低学年生も頑張っていま

す！一緒に「ソフトボール」を楽しもう！ 

練習の見学は随時行っております。活動日

時・場所の確認や疑問などありましたら、 

公式ラインまたは下記までお気軽にお問い

合わせください。 

……………………………………………… 

◆団 員 国見町近隣在住の年長児から 

小学 6 年生までの男女 

◆練習日 毎週土曜日・日曜日・祝日 

（午前） 

     毎週水曜日（ナイター） 

※対外試合参加の場合等は別日程 

◆練習場所 上野台グラウンド 

      国見小体育館 

      森江野第２体育館など 

◆会 費 年１５，０００円 

     （選手登録費、傷害保険料込） 

……………………………………………… 

《お問い合わせ先》 

 代表  加藤 090-2020-8952 

監督  村上 090-2792-7513 

 事務局 宍戸 090-7799-7557 

県北スターズ 

スポーツ少年団 
楽しくマイペースに一緒に野球をやってみま

せんか。 

スターズは、令和 5 年 4 月から活動をスター

トした中学生の軟式野球クラブチームです。 

すでに他の部活やクラブに入っている方でも

大歓迎です。 

国見町で気軽に野球を楽しみましょう！  

……………………………………………… 

◆団  員 国見町近隣の中学校に 

在籍する生徒 

◆練 習 日 

・平日 放課後～18 時 

・毎週日曜日 8:30～11:30 

（休み：火・土曜日） 

◆練習場所 県北中学校 

または上野台グラウンド等 

◆会  費 年１０，０００円 

（傷害保険料込） 

……………………………………………… 

見学や体験したい方は、お気軽にお問い合

わせください。 

 

《お問合わせ先》 

代 表 徳江 090-7323-2724 

副代表 佐藤 090-7662-0138 

 

 

★スポーツ少年団は、毎年度、団員と指導者の登録が必要です。町本部への登録申込の期限は７月３１日までです。 ★国見町スポーツ少年団本部（生涯学習課）Tel ５８５－２６７６ Fax ５８５－２７０７ 

入団申込みや詳しい活動などについては、各スポーツ少年団に直接お問い合わせください。 

一緒にバレーを楽しもう☆ 

https://stock.adobe.com/jp/images/剣道、フェンシング/90655507


教育ビジョン２０２１改訂に係る町民アンケート企画書 

 

 

1．趣旨・目的 

2021 年に策定した国見町教育ビジョン 2021（教育振興計画）の中間見直しにあたり、町

民の意見を幅広く把握し、地域の実情やニーズに即した計画とするため、その基礎資料とし

てアンケート調査を実施する。 

 

2．アンケートの概要 

（１）実施主体：国見町教育委員会 

（２）対象：以下の５グループに分けて実施。アンケートの正確性を担保するため、1000

以上の回答を目標とする。 

グループ 主な目的・意図 配布 回収 
想定 

回収率 

備考 

A 小学生 

（5・6 年） 

学校生活の満足度、学び

への実感、将来への期待

など、施設や設備へ満足

度 

学校 web 

90% 約 100 件 

B 中学生 

（2・3 年） 

学びへの意欲、進路意

識、ICT や探求学習への

意見、施設や設備への満

足度 

学校 web 

90% 約 100 件 

C 保護者 

（幼～中） 

教育への満足度、要望、

家庭・学校・地域連携へ

の意見 

学校 

郵送 

または

学校 

50% 約 400 件 

D 教職員 

（幼～中） 

教育現場の課題、今後の

方向性、教育施策に対す

る現場支店の提案など 

学校 web 

90% 約 50 件 

E A～D 以外

の町民（無作

為抽出・80 歳

未満） 

学校とのかかわり、教育

への期待、地域の役割 
郵送 郵送 

30% 約 2000 通 

 

（３）実施方法：web 及び紙によるアンケート配布・回収 

（４）回答形式：選択式および自由記述式 

（５）匿名性：すべて匿名にて実施 



（６）設問数：各グループ 約 15 問 

（７）配布時期：令和 7 年６月上旬 

（８）回収締切：令和 7 年 6 月下旬 

（９）集計・分析：教育総務課にて 7 月中に実施予定 

 

3．予算措置 

・6 月補正により印刷費 356 千円を計上。 

・集計・分析は職員対応のため予算は不要。 

 

4．成果活用 

・令和 7 年に予定される教育ビジョンの改定における基礎資料とするほか、今後の教育施策

へ反映させる。 

 

5．実施スケジュール（予定） 

6 月上旬 ：庁内承認・アンケート印刷準備、アンケート配布開始 

6 月２７日：アンケート回収締切 

7 月中  ：集計・分析 

8～9 月   ：教育ビジョンへの反映 

 

6．添付資料 

・アンケート設問案（5 種） 



国見町教育ビジョン小学生アンケート 
 

皆さんが毎日すごしている学校や、習っていること、先生や友だちのことにつ

いて、考えてみましょう。 

これからの学校をもっと良くするために、みなさんの声がとても大切です。 

すなおな気もちで答えてください。 

 

令和７年６月 

国見町教育委員会    

 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 

・このアンケートは名前を書かなくて大丈夫です。 

・あてはまる答えを選んでください。 

・最後に自由に思ったことを書いてもらえるところもあります。 

 

Q1. あなたは何年生ですか？ 

□ 5年生 

□ 6年生 

 

Q２. 学校へ行くのは楽しいですか？ 

□ とても楽しい 

□ まあまあ楽しい 

□ あまり楽しくない 

□ 楽しくない 

 

Q3. 授業はわかりやすいですか？ 

□ よくわかる 

□ だいたいわかる  

□ あまりわからない  

□ まったくわからない 

 

 

 



Q4. 友だちと協力して勉強するのは楽しいですか？ 

□ とても楽しい  

□ まあまあ楽しい  

□ あまり楽しくない  

□ 楽しくない 

 

Q5. ICT（タブレットやパソコンなど）を使った授業は好きですか？ 

□ とても好き 

□ まあまあ好き  

□ あまり好きではない  

□ きらい 

 

Q6. ICT（タブレットやパソコンなど）を使った授業は役にたっていますか？ 

□ とても役にたっている 

□ まあまあ役にたっている  

□ あまり役にたっていない 

□ 役にたっていない 

 

Q7. 探究的な学習（調べ学習や発表など）は楽しいですか？ 

□ とても楽しい  

□ まあまあ楽しい  

□ あまり楽しくない  

□ 楽しくない 

 

Q8. 自分の考えを発表するのは得意ですか？ 

□ とても得意  

□ まあまあ得意  

□ あまり得意でない  

□ きらい／苦手 

 

Q9. 先生はあなたの話をよく聞いてくれますか？ 

□ そう思う  

□ だいたい思う  

□ あまりそう思わない  

□ そう思わない 

 



Q10. 困ったときに相談できる先生や大人はいますか？ 

□ はい  

□ いいえ  

□ わからない 

 

Q11. いじめについて、学校はしっかり対応していると思いますか？ 

□ そう思う  

□ だいたい思う  

□ あまりそう思わない  

□ そう思わない 

 

Q12. 教室、図書室、体育館、トイレなど、学校の設備は使いやすいですか？ 

□ とても使いやすい  

□ ふつう  

□ 使いにくい  

□ よくわからない 

 

Q1３. 将来、国見町に住みつづけたいと思いますか？ 

□ そう思う  

□ どちらともいえない  

□ 住みたくない  

□ わからない 

 

Q1４．前の質問（Q1３）で答えた理由はなぜですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q1５. 学校で「もっとこんなことをしてみたい！」ということがあれば教えてくださ

い。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートはこれで終わりです。ご協力ありがとうございました。 



国見町教育ビジョン 中学生アンケート 
 

このアンケートは、国見町のこれからの教育をもっと良くしていくために、み

なさんの声を聞かせていただくものです。 

学校での授業や生活、地域との関わりについて、思ったことを素直にこたえて

ください。 

名前は書かなくて大丈夫です。個人が特定されることもありません。 

みなさんの大切な意見を、ぜひ聞かせてください。 

 

令和７年６月 

 

国見町教育委員会    

 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 

 

・このアンケートは名前を書かなくて大丈夫です。 

・あてはまる答えを選んでください。 

・最後に自由に思ったことを書いてもらえるところもあります。 

 

Q1. あなたは何年生ですか？ 

□ 2年生  

□ 3年生 

 

Q2. 学校生活は楽しいですか？ 

□ とても楽しい  

□ まあまあ楽しい  

□ あまり楽しくない  

□ 楽しくない 

 

Q3. 授業はわかりやすいですか？ 

□ よくわかる  

□ だいたいわかる  

□ あまりわからない  

□ まったくわからない 

 

 

 

 



Q4. 友だちとの対話を通して学ぶ授業は楽しいですか？ 

□ とても楽しい  

□ まあまあ楽しい  

□ あまり楽しくない  

□ 楽しくない 

 

Q5. 自ら進んで学習に取り組んでいますか？ 

□ 取り組めている  

□ まあまあ取り組めている  

□ あまり取り組めていない 

□ 取り組めていない 

 

Q6. ICT（タブレットやパソコンなど）を使った授業は役に立っていますか？ 

□ とても役に立つ  

□ まあまあ役に立つ  

□ あまり役に立たない  

□ 使っていない 

 

Q7. 探究的な学習（調べ学習や発表など）は楽しいですか？ 

□ とても楽しい  

□ まあまあ楽しい  

□ あまり楽しくない  

□ 楽しくない 

 

Q8. 将来の夢や進路について考えられていますか？ 

□ よく考えている  

□ 少し考えている  

□ あまり考えていない  

□ まったく考えていない 

 

Q9. 学校の先生は、進路の相談にのってくれますか？ 

□ よくのってくれる  

□ だいたいのってくれる  

□ あまりのってくれない  

□ まったくのってくれない 

 

Q10. 学校の施設（教室、トイレ、体育館、図書室など）は使いやすいですか？ 

□ とても使いやすい  

□ ふつう  

□ 使いにくい  

□ よくわからない 



Q11. 困ったときに相談できる先生や大人はいますか？ 

□ はい  

□ いいえ  

□ わからない 

 

Q12. いじめについて、学校はしっかり対応していると思いますか？ 

□ そう思う  

□ だいたい思う  

□ あまりそう思わない  

□ そう思わない 

 

Q13. 学校で大切にされていると感じますか？ 

□ よく感じる  

□ たまに感じる  

□ あまり感じない  

□ まったく感じない 

 

Q14. 将来、国見町に住みつづけたいと思いますか？ 

□ そう思う  

□ どちらともいえない  

□ 住みたくない  

□ わからない 

 

Q15．前の質問（Q14）で答えた理由はなぜですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q16. 学校で「もっとこんなことをしてみたい！」ということがあれば教えてくださ

い。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 



国見町教育ビジョン 保護者アンケート 
 

 

本アンケートは、2021 年（令和 3 年）に策定した国見町教育ビジョン 2021（教

育振興計画）の中間見直しにあたり、学校教育や生涯学習、地域との連携などにつ

いて、保護者の皆様のご意見を広くお聞きするために実施するものです。 

ご回答いただいた内容は統計的に処理し、個人が特定されることは一切ありませ

ん。 

今後の教育施策をより良いものにするために、ぜひご協力をお願いいたします。 

 

 

令和７年６月 

 

国見町教育委員会   

 

 

■ 本アンケートは、「１家庭につき１件のみ」のご回答をお願いします。兄弟・姉妹

が同じ学校または別の学校にいる場合でも、ご家庭で 1回のみご回答いただ

ければ結構です。 

 

■ 回答は、学校または郵送でお願いいたします。 

・学校の場合⇒児童・生徒を通じて学校へお渡しください。 

・郵送の場合⇒お近くのポストへ投函してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この調査についてのお問い合わせ先＞ 

国見町教育委員会 教育総務課総務係  

  電話 024-585-2892(直通)      



Q１. お子さんの学校生活に満足していますか？ 

□ とても満足している 

□ おおむね満足している  

□ あまり満足していない  

□ 不満がある 

 

Q２. 授業の内容や学びの深さに満足していますか？ 

□ とても満足  

□ まあまあ満足  

□ あまり満足していない  

□ 不満がある 

 

Q３. 学校と家庭との連携は十分だと感じますか？ 

□ そう思う  

□ ある程度思う  

□ あまりそう思わない  

□ まったく思わない 

 

Q４. 学校からの情報提供（連絡帳、プリント、アプリ等）はわかりやすいですか？ 

□ とてもわかりやすい  

□ ふつう  

□ わかりにくい  

□ 使っていない 

 

Q５. 学校の先生方は信頼できますか？ 

□ とても信頼している  

□ ある程度信頼している  

□ あまり信頼していない  

□ 信頼していない 

 

Q６. 特別支援や個別対応が必要な子への配慮は十分だと思いますか？ 

□ 十分ある 

□ ある程度ある  

□ 不十分だと思う  

□ よくわからない 

 



Q７. ICT 機器（タブレット等）を使った学習についてどう思いますか？ 

□ とても良いと思う  

□ ある程度良いと思う  

□ あまり効果を感じない  

□ わからない 

 

Q８. 校舎や施設の老朽化が気になりますか？ 

□ とても気になる  

□ 少し気になる  

□ あまり気にならない  

□ 気にならない 

 

Q９. 図書室やトイレ、体育館などの設備は使いやすいと感じますか？ 

□ とても使いやすい  

□ ふつう  

□ 使いにくい  

□ 利用していない／わからない 

 

Q１０. お子さんは学校で「大切にされている」と感じていると思いますか？ 

□ とても感じている  

□ ある程度感じている  

□ あまり感じていない  

□ 感じていない 

 

Q1１. 保護者として、学校にもっと取り組んでほしいことがあれば教えてください。 

（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q12.国見町の教育が「どんな方向に進んでほしい」と思いますか？（複数回答可） 

□ 子どもの主体性を伸ばす教育 

□ 基礎学力を重視した教育 

□ 子どもが自信を持てる教育 

□ ICT や AI を活用した教育 

□ 探究的な学び*1 

□ 地域とつながる教育 

□ 家庭との協力を大切にする教育 

□ その他（                            ） 

 

探究的な学び*1 

自分で課題を見つけ、調べたり考えたりしながら答えを見つけていく学び方 

 

 

Q13. 地域と学校との連携（地域学校協働活動*2）について、どう思いますか？ 

□ とても良い  

□ まあまあ良い  

□ あまりよくない  

□ 連携がないと感じる 

□ わからない 

 

地域学校協働活動*2 

学校と地域の人たちが協力して子どもたちの学びや成長を支える活動。 

 

 

Q14. 国見町の教育に対して、今後期待することがあればお書きください。 

（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q15. ご意見・ご要望がありましたら、ご自由にお書きください。 

（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 



国見町教育ビジョン 教職員アンケート 
 

このアンケートは、2021年に策定した国見町教育ビジョン 2021（教育振興計

画）の中間見直しに際し、現場で教育に携わる皆様からのご意見を反映することを

目的に実施するものです。 

働き方改革や教育課題、教育施設・ICT環境、生涯学習や地域連携に関する実態

を把握し、今後の改善につなげていきたいと考えています。 

このアンケートは匿名です。個人が特定されることは一切ありませんので、率直な

ご意見をお聞かせください。 

ご多用のところ恐れ入りますが、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

令和７年６月 

国見町教育委員会      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この調査についてのお問い合わせ先＞ 

国見町教育委員会 教育総務課総務係  

  電話 024-585-2892(直通)      



【1】 現場で感じていること 

Q1．現在の教育現場で「うまくいっている」「良いと感じること」は何ですか？ 

（複数選択可） 

□ 基礎学力の向上 

□ 子どもとの関係づくり 

□ 地域との連携 

□ ICTの活用 

□ 探究的な学びの導入 

□ チームでの協力 

□ その他（                ） 

 

Q2.現場で「課題や負担を感じていること」は何ですか？（複数選択可） 

□ 時間的余裕がない 

□ 事務的業務が多い 

□ 保護者対応の負担 

□ ICT・AIへの不安 

□ 多様な子への支援体制 

□ 教職員同士のコミュニケーション 

□ その他（                            ） 

 

Q3. 校舎・施設・設備の老朽化や不具合について、気になる点はありますか？（自由

記述） 

 

 

 

 

 

 

 

Q4. 教職員が「教育に専念できる環境」をつくるために、何が必要だと思います

か？（自由記述） 

 

 

 

 

 



【2】子どもや学びのこと 

 

Q5. 子どもたちが「安心して学べている」と感じますか？ 

□ そう思う 

□ ある程度思う 

□ あまりそう思わない 

□ 全くそう思わない 

 

Q6. 学校での「探究的な学び」は、どの程度進んでいると感じますか？ 

□ よく行われている 

□ 一部実施している 

□ ほとんどない 

□ わからない 

 

Q7. 多様な子ども（発達・家庭・文化など）への対応についてどう感じていますか？ 

□ 十分にできている 

□ ある程度できている 

□ 不十分に感じる 

□ 困難を感じる 

 

Q8. 今後、町として力を入れるべき学びのキーワードは何だと思いますか？（複数

選択） 

□ 探究的な学び 

□ 読書・言語活動 

□ ICT／AI活用 

□ ウェルビーイング*1 

□ 地域・ふるさと教育 

□ STEAM教育*2 

□ キャリア教育 

□ 生涯学習・家庭教育 

□ その他（                     ） 

 

ウェルビーイング*1 

心も体も満たされ、幸せでよい状態のこと 

STEAM教育*2 

科学・技術・工学・芸術・数学を組み合わせて想像力や問題解決力を育てる学び 



【3】支え合いと連携について 

 

Q9. 校内や職場で「チームで支え合えている」と感じますか？  

□ はい 

□ 部分的にそう思う 

□ あまり感じない 

□ 全く感じない 

 

Q10. 地域や外部との連携は、どのくらいできていると感じますか？ 

□ よく連携できている 

□ 一部のみ 

□ あまりできていない 

□ できていない 

□ わからない 

 

Q11. 学校と家庭・地域との連携は十分だと思いますか？ 

□ 十分  

□ ある程度  

□ あまりない  

□ ほとんどない 

 

Q12. 連携や支援に関して「こうだったらもっといいのに」と思うことはあります

か？（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【4】教育ビジョンとこれから 

 

Q13. 教育ビジョンの改定に期待すること・取り入れてほしいことはありますか？

（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q14. 教職員の立場から、町の教育政策に提案したいことがあれば教えてください

（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q15. 最後に、教育に関わる中で伝えたいことや想いがあればご自由にお書きくだ

さい（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 



国見町教育ビジョン 2021 町民アンケート 

 

このアンケートは、2021年に策定した国見町教育ビジョン 2021（教育振興計

画）の中間見直しにあたり、町民の皆様の教育に対する関心、生涯学習へのニーズ、

学校や地域の役割についてのご意見を伺い、今後の教育の方向性に反映させるこ

とを目的に実施するものです。 

アンケート無記名です。個人が特定されることは一切ありません。 

お一人でも多くのご回答をいただければ幸いです。 

 

令和７年６月 

 

国見町教育委員会    

 

 

 

■ 封筒のあて名となっているご本人がお答えください。 

■ ご記入が済みましたら、調査用紙を返信用封筒に入れ、６月２７日（金）までに郵

便ポストに投函してください。切手は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

＜この調査についてのお問い合わせ先＞ 

国見町教育委員会 教育総務課総務係   

電話 024-585-2892(直通)      



【1】教育について思うこと 

Q1. 「国見町の教育」について、どう感じていますか？（選択制） 

□ とても良いと思う 

□ まあまあ良い 

□ 少し心配 

□ 心配 

□ よくわからない 

 

Q2. あなたが子どもだったころ、「学校」はどんな場所でしたか？（選択制） 

□ 楽しかった 

□ ふつうだった 

□ あまり好きではなかった 

□ 嫌いだった 

□ よく思い出せない 

 

Q3. 現在の子どもたちは「のびのびと育っている」と感じますか？（選択制） 

□ とてもそう思う 

□ まあまあそう思う 

□ あまりそう思わない 

□ 思わない 

□ よくわからない 

 

Q4. 教育において最も大切だと思うことを選んでください（選択制・２つまで） 

□ 自分の考えを持ち、行動できること（主体性） 

□ 礼儀や思いやり 

□ 基礎的な学力 

□ 自分を大切にすること（自己肯定感） 

□ 地域を知り、地域とともに考えること 

□ 多様性を受け入れること 

□ その他（                           ） 

 

 

 

 

【2】地域と教育のつながり 



 

Q5. 地域での子どもとのかかわりはありますか？（選択制） 

□ よくある 

□ ときどきある 

□ あまりない 

□ まったくない 

 

 

Q6. 教育に関して、「地域でできること」はあると思いますか？（選択制） 

□ はい／あると思う 

□ どちらともいえない 

□ むずかしいと思う 

□ わからない 

 

Q7. (Q6で「はい／あると思う」と答えた方) Q6で答えた「地域でできること」は

何ですか？（自由記述） 

 

例）地域行事に子どもが参加する機会を増やす など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3】学びと人生について 

 

Q8. あなた自身、子ども時代の「学び」で役に立ったことはありますか？（選択制） 

□ はい 

□ あまり思い出せない／ない 

 

Q9. (Q8で「はい」と答えた方) Q8で答えた「学び」で役に立ったこととは何です

か？（自由記述） 

 

例）上級生との交流 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q10. 今でも「学んでいる」「知りたいと思う」ことはありますか？（選択制） 

□ ある（               ）  

□ あまりない 

□ わからない 

 

Q11. 生涯学習（何歳になっても学ぶこと）について、どう思いますか？（選択制） 

□ とても大切 

□ 少し大切 

□ あまり関心がない 

□ よくわからない 

 

 

 

 

 



【4】町の教育ビジョンと未来 

 

Q1２. 教育ビジョン（町の教育の方向性）について知っていますか？（選択制） 

□ よく知っている 

□ なんとなく知っている 

□ 知らなかった 

 

Q13. 教育ビジョンに、入れてほしい「考え方」や「キーワード」があれば教えてくだ

さい（自由記述） 

 

 例）やさしさ・思いやり など 

 

 

 

 

 

Q14. 町の教育がこれから「どうなってほしい」と思いますか？（自由記述） 

 

 例）子どもが安心して通える学校にしてほしい など 

 

 

 

 

 

 

Q15. 最後に、教育について思っていること、応援のことば、体験などあればご自由

にお書きください（自由記述） 

 

  

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 


